
 

３．生活保護制度の改善 

(1) 生活保護の切り下げをやめ、最低賃金の引き上げもはかりつつ、生活できる賃

金・生活水準を確保する。 

◆ 日本の貧困率（可処分所得の中央値の半分以下しかない人の比率）は13.5％（2000年）。 

 ＯＥＣＤ加盟国の中でアメリカ（13.7％）に次ぐワースト２位となっています。 

                             （2006年7月ＯＥＣＤ発表） 

◆ 被生活保護世帯は、2005年に100万世帯を突破し、その半数近くが高齢者世帯です。 

◆「聖域なき財政改革」の名のもとに、生活保護切り捨ての動きが加速しています。昨年４月か

ら老齢加算が廃止され、本年４月には母子加算も完全廃止となりました。高齢者や母子家庭は

悲鳴を上げています。 

◆ 最低賃金が生活保護費を下回る地域も多いことから、最賃と生活保護基準の関係も議論され

ていますが、低すぎる最賃を引き上げるべきであり、最賃にあわせて生活保護基準を引き下げ

ることは、本末転倒です。 

実際の窓口での対応例 法律の趣旨は・・・ 

「まだ働ける年齢なんだから生

活保護は受けられませんよ」 

稼働能力があっても、就職活動をしても就職できない

場合は、保護の要件に欠けるところはない。 

「親族に面倒を見てもらうよう

に」 

保護の要件ではなく、現に扶養がされたときに収入と

して認定されるのみ。無理な援助は必要ない。 

「持ち家は処分しなさい」 厚生労働省通達でも、処分価値が著しく高い場合を除

いて居住用不動産の保有は認められている。 

「家賃が高すぎるからダメ」 住宅扶助費の上限を超える部分が支給されないだけ 

「借金があるとダメ」 借金があるからといって拒否の理由にならない 

◆ 度重なる生活保護申請を拒否され餓死する（北九州市）ケースや、抗議の自殺（秋田市）な

ど、各地で悲劇が相次いでいます。生活保護の相談件数に対する保護開始率は全国平均28％

（2004年度会計検査院調査）。全国最低は、厚生労働省が「適正化」モデルとして推奨してい

る北九州市の14.6％です。 

◆ 法律では申請は必ず受理しなければならず、その後の調査・審査により可否を決定すること

になっています。しかし、福祉事務所においては、申請として扱わずに単なる相談として処理

するという明らかな違法行為が横行。しかも、本来拒否する理由になり得ない虚偽の説明で申

請を断念させる２重の違法を犯しています。日弁連調査では申請拒否の66％が違法となってい

ます。こうした水際作戦と呼ばれる違法な運用は、直ちに是正されるべきです。 

(2) 「受けられるべき生活保護が受けられずに高金利の貸付けがそれを代行すると

いった事態が発生しないよう」（多重債務問題改善プログラム）、生活保護の申請

権を侵害する違法な運用（いわゆる水際作戦）は、直ちに是正する。 

生活保護制度の改善 

- 8 -



 

◆ 政府は、1970年代より生活保護の捕捉率（本来受給できる人のうち現に利用している人の比

率）の調査を放棄していますが、学者の推計では16～20％と言われています。欧米は少なくと

も50％以上（ドイツ70％、イギリス90％）。イギリスでは、職業紹介所に福祉機能を統合して

捕捉率を高める施策をとっています。 政府は捕捉率の調査を再開し、その結果に基づき、捕

捉率を高める措置を講じるべきです。 

 

◆ 近畿弁護士会連合会の昨年の調査によると、多重債務で自己破産した人の41％が、生活保護

基準以下の収入で生活しており、生活保護を受けられる可能性が高いにもかかわらず、制度を

よく知らないために、サラ金から借金を積み重ねています。高利貸しが「最後のセーフティ

ネット」となり、生活破綻に至る悲しい現実が浮き彫りになっています。 

  日本では、窓口に申請書を置いたり、制度を紹介するパンフを作っている自治体はほとんど

ないのが現状です。市民に制度を周知させる取り組みが不可欠です。 

   

 各国共通・・パンフレットや申請書を公共機関に置くなどの情報提供に努

めています。 

イギリス・・郵送でも申請できるよう郵便局にも申請書を置いています。

ドイツ・・・民間の支援団体を置いて申請のサポートしています。 

韓国・・・・困窮者がいれば近隣住民にも通報を呼びかけています。 

◆ 生活保護制度は、憲法25条で保障された生存権保障を具体化したものです。生活保護抑制の

流れの背景には財政逼迫問題があると言われていますが、受給者の増大には、そもそも貧困や

ワーキングプアを生まないための政策で対応すべきものであって、水際作戦など表面化しない

形で受給者を調整するなどは、あってはならないことです。社会保障

制度や積極的な雇用政策ともリンクした重層的なセーフティネットの

構築が求められます。 

◆ 「生活保護」という名称には、恩恵的・慈恵的な響きゆえに、利用

者にもスティグマ（恥の烙印）を与え、制度の利用を抑制する弊害を

生んでいます。「生活保障給付（仮称）」などへの名称変更を含め、

より積極的に生存権を保障する内実をもつ法改正を検討すべきです。  

(4) 社会保障制度や積極的な雇用政策ともリンクした重層的なセーフティネットに再

編し、「生活保護」の名称変更も含め、より積極的に生存権を保障する内実をもつ

生活保護法への改正を検討する。 

(3) 捕捉率（生活保護基準以下の生活者のうちの保護受給者の割合）の調査を実施

し、結果を公表するとともに、捕捉率を高めるための措置を講じる。具体的には、

パンフレット・申請書を公共機関に置くなど、市民に制度を周知させる取り組みを

行う。 

各国では 

（日弁連の英独韓の 

 ３ヶ国調査より 

  2006年） 
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